
７万人が精神科病院に入院中

認知症基本法で「置き去り」に第

回
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政
府
は
昨
年
１
月
に
認
知

症
基
本
法
を
施
行
さ
せ
、


月
に
は
そ
の
具
体
策
と
し
て

認
知
症
施
策
推
進
基
本
計
画

を
閣
議
決
定
し
た
。

　
認
知
症
の
人
は
「
で
き
る

こ
と
・
や
り
た
い
こ
と
が
あ

り
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
自

分
ら
し
く
暮
ら
し
た
い
」
と

定
義
付
け
、
「
新
し
い
認
知

症
観
」
と
命
名
し
た
。
「
何

も
分
か
ら
な
い
人
」
「
何
も

で
き
な
い
人
」
と
い
う
根
強

い
偏
見
を
一
掃
す
る
画
期
的

な
宣
言
で
あ
る
。

　
基
本
計
画
づ
く
り
に
は
認

知
症
当
事
者
団
体
「
日
本
認

知
症
本
人
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル

ー
プ
」
か
ら
３
人
の
委
員
が

参
画
し
、
当
事
者
の
訴
え
を

反
映
さ
せ
た
。
大
き
な
前
進

だ
が
、
重
大
な
事
実
が
置
き

去
り
に
さ
れ
た
。

　
精
神
科
病
院
に
入
院
中
の

人
た
ち
の
こ
と
だ
。か
つ
て
、

こ
の
問
題
を
厚
労
省
自
体
が

指
摘
し
た
。
２
０
１
２
年
６

月

日
に
公
表
し
た
「
今
後

の
認
知
症
施
策
の
方
向
性
に

つ
い
て
」
、
通
称
「
６
・


レ
ポ
ー
ト
」
で
あ
る
。

　
介
護
保
険
の
仕
組
み
づ
く

り
に
か
か
わ
っ
た
厚
労
省
の

官
僚
た
ち
が
作
成
し
た
。
そ

の
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
「
こ
れ

ま
で
の
『
自
宅
↓
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
↓
施
設
あ
る
い
は
一

般
病
院
・
精
神
科
病
院
』
と

い
う
よ
う
な
不
適
切
な
『
ケ

ア
の
流
れ
』
を
変
え
、
む
し

ろ
逆
の
流
れ
と
す
る
」
と
記

す
。
精
神
科
病
院
へ
の
入
院

を
「
不
適
切
」
と
否
定
し
、

地
域
で
の
生
活
の
継
続
性
を

訴
え
た
。
介
護
保
険
と
同
様

の
「
在
宅
重
視
」
「
地
域
包

括
ケ
ア
」の
考
え
方
で
あ
る
。

　
精
神
病
院
に
つ
い
て
、
入

院
期
間
を
６
カ
月
か
ら
２
カ

月
に
早
め
、
２
０
２
０
年
ま

で
に
半
数
が
退
院
で
き
る
よ

う
に
と
提
言
し
た
。

年
前

の
小
説
「
恍
惚
の
人
」
で

「
お
爺
ち
ゃ
ん
に
は
精
神
病

院
し
か
な
い
」
と
家
族
介
護

者
が
義
父
の
将
来
を
断
言

し
、
読
者
も
頷
か
ざ
る
を
得

な
い
偏
見
か
ら
の
転
換
で
あ

っ
た
。

　
同
レ
ポ
ー
ト
の
参
考
資
料

で
あ
る
「
医
療
・
介
護
サ
ー

ビ
ス
」
の
相
互
関
係
図
を
見

る
と
そ
の
意
図
が
明
快
で
あ

る
。
「
現
状
」
で
は
認
知
症

の
人
や
か
か
り
つ
け
医
、
ケ

ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
そ
れ
に
施

設
や
一
般
病
院
で
「
危
機
発

生
」
が
起
き
る
と
、
そ
の
行

き
先
は
「
精
神
科
病
院
」
と

す
る
。

　
こ
れ
に
対

し「
将
来
像
」

で
は
精
神
科

病
院
が
消
え

て
い
る
。
看

護
師
や
医
師

に
よ
る
認
知

症
初
期
集
中

支
援
チ
ー
ム

が
初
期
支
援

に
、
認
知
症

身
近
型
疾
患

医
療
セ
ン
タ

ー
が
後
方
支

援
に
当
た

る
。
当
事
者

が
一
般
病
院

や
施
設
に
入
居
す
れ
ば
、
同

医
療
セ
ン
タ
ー
が
往
診
に
出

向
く
。
入
院
・
入
所
は
あ
く

ま
で
短
期
で
あ
り
、
在
宅
医

療
並
み
の
往
診
体
制
を
築

く
。

　
認
知
症
施
策
と
し
て
は
画

期
的
な
構
図
だ
っ
た
が
、
そ

の
後
、
新
オ
レ
ン
ジ
プ
ラ
ン

で
精
神
科
病
院
が
主
役
に
躍

り
出
て
日
の
目
を
見
な
か
っ

た
。

　
今
回
の
認
知
症
基
本
法
で

は
、
精
神
科
病
院
に
は
触
れ

ず
、
基
本
計
画
で
は
次
の
よ

う
な
簡
単
な
叙
述
で
終
わ
っ

た
。
「
認
知
症
の
人
を
含
む

精
神
科
病
院
に
入
院
し
て
い

る
人
に
つ
い
て
は
、
精
神
保

健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

関
す
る
法
律
の
令
和
４
（
２

０
２
２
）
年
の
改
正
に
よ
る

医
療
保
護
入
院
の
入
院
期
間

の
法
定
化
や
居
宅
介
護
支
援

事
業
者
の
紹
介
の
義
務
付
け

等
の
適
切
な
運
用
等
に
よ

り
、
早
期
の
地
域
移
行
に
向

け
た
取
組
を
推
進
す
る
」
。

　
既
存
制
度
を
な
ぞ
り
、

「
取
組
を
推
進
す
る
」
と
い

う
お
ざ
な
り
の
表
現
が
あ
る

だ
け
だ
。
「
６
・

レ
ポ
ー

ト
」
で
「
不
適
切
」
と
さ
れ

た
精
神
科
病
院
の
退
院
に
言

及
が
な
い
。
当
時
、
２
０
０

８
年
時
点
で
精
神
科
病
院
の

入
院
患
者
約

万
人
の
う

ち
、
認
知
症
の
人
は
６
万
３

４
０
０
人
も
い
た
。

年
後

の

年
６
月
末
時
点
で
は
１

万
人
も
増
え
て
７
万
３
０
０

０
人
も
い
る
。
そ
の
う
ち
、


年
以
上
の
入
院
者
が
約
３

０
０
０
人
、
１
年
以
上
に
な

る
と
約
３
万
８
０
０
０
人
に

達
し
過
半
数
を
超
え
て
い

る
。

　
欧
州
諸
国
で
は
「
生
活
の

場
で
は
な
い
入
院
」
と
し
て

精
神
科
病
院
か
ら
の
退
院
に

国
を
挙
げ
て
力
を
入
れ
て
い

る
。


